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　下水道は、快適な市民生活や河川等の水質保全などに不可欠な施設
です。
　姫路市では、市政の最重点施策の一つとして、下水道の整備に全力
で取り組んでまいります。市民のみなさまのご理解とご協力をお願い
します。

下水道ができると

下水道の財源

●清潔で住みよい環境のまちになります

●川や海の水がきれいになります

●さわやかな水洗トイレが使えます

　下水道の建設には、多額の資金が必要です。この財源として

1　国からの補助金
2　市債
3　受益者負担金等があります。

下水道が使えるまで

幹　　　線
下水道工事

面　整　備
下水道工事

受益者負担金

公共ます設置

水洗化工事

下水道使用料維持管理

供 用 開 始
（下水道が使えます）

トイレの水洗化は3年以内
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公共下水道（面整備）工事の請負業者がお宅へ訪問し、
公共ます設置場所の確認にまいります。「公共ます等設
置申請書」によって、原則宅地内１ｍ以内に設置します。

宅地内の排水設備工事は、必ず姫路市下水道排水設備
工事施行業者（指定業者）に依頼してください。
指定業者以外の営業にご注意ください。

水洗化工事が完了しますと、上水道の使用水量に応じて
下水道使用料が賦課され、2か月ごとに水道料金と合わせ
て納めていただきます。

都市計画事業として施行する公共下水道が整備される地
域内のすべての土地について、その土地の面積に応じ、
受益者負担金を納めていただくことになります。
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市が建設し、維持管理を行います。
公共ます

汚水管きょマンホール汚水管きょマンホール

汚水管きょ汚水管きょ

境
界
境
界

公共ます
1m以内1m以内

公共下水道と宅地内排水設備（分流式）
下水道は公共下水道と宅地内排水設備の二つの設備からできています。

建物の持ち主などが設置し、維持管理を行います。

姫路市の下水道は分流式（一部の地域は合流式）

姫路市の下水道は汚水と雨水を別々に流す「分流式」で整備を進めています。
汚水は、下水道管を通って下水処理場に集められ、きれいな水にして川や海に
流されます。
雨水はみぞを通り、そのまま川や海に流れていきます。

雨 水

汚 水 汚水専用の排水設備 汚水管きょ

み 　ぞ

下水処理場

公共下水道宅地内排水設備

川
や
海

中間ます
防臭ます

パイプの一方が水につかって
いるので、悪臭が部屋に入る
のを防ぎます

パイプの一方が水につかって
いるので、悪臭が部屋に入る
のを防ぎます

排水管排水管

○公共下水道とは、家庭や工場から排出される汚水を処理するための施
設のことで、公道内の下水管きょやポンプ場、処理場などをいいます。
○宅地内排水設備とは、家庭や工場などで発生した汚水を公共ますに流
すための排水設備のことで、事業所内の除害施設等も含みます。
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公共ますは直径約30cmの円形の
ものですが、設置工事に際しては
約1ｍ四方の土地を必要とします。

　公共ますとは、市が建設した下水道本管と宅地内の排水管とを
接続するための「ます（かいしょ）」のことです。
　公共ますは、「公共ます等設置申請書」によって、市が設置し、維
持管理も市が行います。

管理上の支障をきたすので、公共ますの上に物を置かないで
ください。

排水管の点検や
詰まった場合の
掃除口です

排水管の点検や
詰まった場合の
掃除口です
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公共ます等設置申請書の書き方

公共ますの設置について

　　該当項目に□をしてください。
（1）住居とは、住宅等人が居住する建物
　　（一戸建のときは居住人数を、集合住宅－アパート
　　　・マンション等は世帯数と居住人数を記入）
（2）非住居とは、（1）以外の建物
　　（店舗、事務所等）

建物の状況5

公共ます等の設置を希望される土地の所在地

設置場所2

（1）家屋が建築されているとき、または宅地等で土
　　　地を有効利用されているときはその画地面積、
　　　それ以外のときは一筆の面積
（2）公共ます等設置希望個数（原則として1個）

土地の面積・設置希望個数3

　　該当項目に□をしてください。
（1）家屋敷地とは、家屋が建築されている土地
（2）造成宅地とは、宅地造成されていつでも家屋が
　　　
（3）宅地化確定地とは、宅地以外で時期を定めて農地
　　　
（4）公共ます等の設置希望位置が公道に面している
（5）公共ます等の設置希望位置が私道に面している
（6）公共ます等の設置希望位置が公有水路に面して
　　　

土地の状況4
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　公共ますは1宅地（一続きの宅地）に1個、原則
官民境界から１ｍ以内の宅地内（支障物件のない場
所）に市が設置し、維持管理も市が行います。
　1宅地の面積が500㎡以上の場合は、市の負担で
2個設置することもできます。現在さら地の土地に
ついては、建物を建築する際に設置することも可能
です。この場合でも公共ますは、市の負担で設置し
ます。
　公共ますは、一度設置するとつけ替えは自己負担
となります。宅地内の排水経路等を考慮の上、設置
箇所を決めてください。

公共ます等設置申請者の住所・氏名・電話番号
を記入してください。

申請者1

（1）家屋が建築されているときは、隣接道路、敷地
　　　境界、敷地内の建物の位置、ます設置希望位置
　　　等を記入してください。建物の位置図について
　　　は、建物の配置、特に台所、風呂、トイレの位
　　　置を記入してください。
  （2）家屋が建築されていないときは、隣接道路、敷地
　　境界、ます設置希望位置等を記入してください。

設置位置6

　貸家、テナントにされている方は、□ 貸家に
使用に□をしてください。

建物の使用形態7

　 該当項目に□をしてください。
（1）生活排水とは、し尿と日常生活に伴って排出さ
　　　れる台所、風呂等からの汚水
（2）業務排水とは、事業等に伴って排出される汚水
　　（業種を記入：例－クリーニング、ガソリンスタ
　　　ンド等）

汚水の種類8

　現在使用されているトイレの種別について、該当
項目に□をしてください

トイレの種別9

　現在使用されている生活用水について、該当項目
に□してください。上水道を使用されている方は「水
道使用水量等のお知らせ」（16ページ参照）の上水
道メーターの番号または使用者番号を記入してくだ
さい。

使用水１0建築できる土地

法等の許可を得て宅地造成される見込のある土地

いる（水路の幅、深さを記入）

（記入例）

※ 申請書は姫路市公式ホームページからもダウンロードできます。
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負　担　区

単位負担金額

金　　額

第1負担区

第2負担区

第3負担区

20 0円

6 0 0円

5 0 0円

旧姫路市の平成13年4月1日現在の市街化区域

旧姫路市の平成13年4月1日現在の市街化調整区域
（平成13年4月2日以降に市街化区域になった区域を含む）

旧香寺町区域

受益者負担金

1．負担金の対象となる土地は……

2．負担金を納めていただく人（受益者）は……

3．負担金額は……

　公共下水道が整備されれば、私たちの生活はずっと快適になります。しか
し、下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、利用で
きる人が限られています。この限られた人のために市民のみなさまの税金で
事業を実施すれば“負担の公平”を欠くことになってしまいます。
　そこで、公共下水道が整備される地域のみなさまに下水道事業の建設費の
一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが受益者負
担金制度です。

　公道（国道・県道・市道）を除き、市街化区域内で都市計画事業として施行する公共下水
道が整備される地域のすべての土地が対象となります。市街化調整区域内では、宅地及び
建築物の建築が可能な土地が対象となります。

　受益者負担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積に応じ、以下の計
算方法で算出します。

　下水道が整備されることによって、下水道を利用できる区域内の土地の所有者をいいま
す。ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用は
除く）の目的となっている場合は、「受益者申告書」の申告によって、権利者が受益者と
なり、その人に負担金を納めていただくことになります。

Ａの家

Ａが居住

Ａの土地

Ａの家

Ｃが居住

Ａの土地

Ｂの家

Ｂが居住

Ａの土地

受益者はAまたはＢ受益者はA

Ｂの家

Ｃが居住

Ａの土地

Ａの土地にＡが家を建てＡが住
んでいる場合

Ａの土地にＢが家を建てＢが住
んでいる場合

Ａの土地にＢが家を建てＣに貸
している貸家アパート等の場合

Ａの土地にＡが家を建てＣに貸
している貸家アパート等の場合

単位負担金額（1㎡当たりの単価）×土地の面積（公簿による）＝負担金額
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Ａの家
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Ａの土地
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Ａの土地

受益者はAまたはＢ受益者はA

Ｂの家

Ｃが居住

Ａの土地

Ａの土地にＡが家を建てＡが住
んでいる場合

Ａの土地にＢが家を建てＢが住
んでいる場合

Ａの土地にＢが家を建てＣに貸
している貸家アパート等の場合

Ａの土地にＡが家を建てＣに貸
している貸家アパート等の場合

単位負担金額（1㎡当たりの単価）×土地の面積（公簿による）＝負担金額
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4．負担金の納付方法は……

5．負担金の納付場所は……

分割納付と一括納付の方法があり、「受益者申告書」により申告していただきます。
ただし、負担金額が12,000円未満のときは一括納付になります。

　第1年度の第1回目の納期内に一括納付されますと、負担金決定金額の7.5％が
一括納付報奨金（100円未満の端数切捨て）として交付されます。
　納入通知書により一括納付報奨金を差し引いた金額を納めていただきます。

（1）分割納付の場合

（2）一括納付の場合

3年に分割し、年2回（8月または12月と2月）の計6回に分けて納めていただきます。

※納付期限が過ぎますと一括納付報奨金は交付されませんのでご注意ください。

　受益者負担金の納付が完了するまでの間に、土地の売買その他の理由により受
益者に変更があり、残りの負担金を新しい所有者に納めていただく場合は、必ず
上下水道サービス課に「下水道事業受益者異動申告書」を提出してください。
　提出されませんと、実際に土地の売買等がなされても、そのまま旧所有者に負
担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。

注意！　分割納付中に受益者が変わったときは

（例）第2負担区内の　330.57㎡（100坪）の土地の場合
（負担金決定金額）
198,300円 183,500円＝ー 14,800円

（報奨金） （実際に納める金額）
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　ゆうちょ銀行を除く市内の金融機関（銀行、農協、信用金庫等）で、納付書により納めて
いただきます。※口座振替制度はありません。
（姫路市内に本支店がある金融機関に限り、市外の本支店でも納めることができます。）

第1年度

第2年度

第3年度

年 度 期別 納　　期 納付金額の例（198,300円の場合）

1

2

3

4

5

6

33,300円

33,000円

33,000円

33,000円

33,000円

33,000円

8月1日～8月末日
または12月1日～12月末日

2月1日～2月末日

8月1日～8月末日

2月1日～2月末日

8月1日～8月末日

2月1日～2月末日



6．負担金の賦課猶予と減免について……

7．

（1）負担金の賦課猶予

土地の現況

土地の使用形態等 減免率

100％

75％

25％

私道・墓地・集会所等の土地

保育所・老人ホーム・境内地等の土地

高圧線下で一定の制限を受けている土地

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地
（買収面積が確定している場合に限る。）

猶予期間

2　年

4　年

田・畑・山林・原野

ため池・スポーツ広場・ちびっこ広場

（2）負担金の減免

　市街化区域内の次に該当する土地については、申請により負担金を納めていただく時
期を猶予（先送り）することができます。希望される方は、上下水道サービス課まで「下
水道事業受益者負担金賦課猶予申請書」を提出してください。

　次に該当する土地については、負担金の一部又は全部を減免することができます。
該当する場合は、上下水道サービス課まで「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出
してください。

①説明会の開催 ②受益者申告書の提出
（申告期限7月または11月上旬）

③負担金の賦課
（納入通知書発送8月または12月上旬）

④負担金の納付
（ゆうちょ銀行以外の金融機関）

※市街化調整区域内の土地は建築物の建築が可能となったときに賦課されます。

※受益者申告書は、
　必ず、期日までにご返送ください。
ご返送のない場合は、内容に変更
がないものとして分割納付で負担
金を賦課させていただきます。
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説明会の開催から負担金の納付まで……

申告書 納　入
通知書

金融機関

納　入
通知書
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供用開始になったら
　公共下水道が整備され下水処理場で汚水を処理する区域は、「処理区域」として
告示され、公共ますを設置した方には郵便で供用開始日をお知らせします。

　処理区域内の建物の所有者には、下水道法等により、供用開始の日から3年以内
に、くみ取り便所を水洗便所に改造し、風呂・台所などからの生活雑排水を公共下
水道へ直結することが義務づけられています。
　浄化槽を設置している方についても、排水設備を設けて、公共下水道へ直結する
工事をしてください。
　
※　供用開始日のお知らせが届くまでは、宅地内排水設備の設置を行わないでください。

下水道工事が終了していても、下流域の工事未完成等により、使用ができ
ない場合があります。

　下水道はどのような汚水でも処理できるわけではありません。基準値以上の
排水が流入すると、管きょが損傷し、処理場の機能がまひします。このような
排水を出す場合は、除害施設の設置と届出が必要です。
＊「工場・事業場排水の手引き」参照

【お問合せ先】　下水道管理センター　 234－6073

除害施設の設置について！
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生活排水が水路等を汚しています。
　　一日でも早く下水道への接続を！

　水洗化工事（宅地内排水設備の設置）をしていただかないと、生活排水が川
や水路に直接流れ出し、悪臭や水質汚濁の原因となり、その結果、近隣に不快
な思いをさせてしまいます。また、下水道に接続することにより、あなたの家庭
も衛生的で快適な生活を送ることができるようになります。くみ取りはもちろ
んのこと、浄化槽のご家庭も、一日でも早く下水道への接続をお願いします。

☆近隣の水路等が汚れていませんか？

周辺住民の方が接続しても、あな
たの家庭が接続しなければ、水路
等は汚れたままで、苦情の原因に
なります。　

水洗化工事（宅地内排水設備の設置）
1．水洗化工事（宅地内排水設備の設置）は姫路市下水道排水設備工事
施工業者（指定業者）に直接申し込んでください

2．見積書をもらってください

3．工事の契約をしてください

4．申請の手続は

5．申請書類の審査

6．工事が開始されます
7．工事の完了と検査

　工事の契約をする前に、見積書をもらって内容をよく検討し、あとで金銭面等のトラ
ブルのないようにしてください。

　工事は、建物の増改築の工事と同様に、みなさま方と指定業者との直接の契約で行う
ものです。

　申請書類は、指定業者を通じて市へ提出され、市で書類審査を行い、確認することに
なります。

　工事の完了後、市が工事の完了検査を行います。
　検査に合格すると水洗済証を交付しますので、玄関などの見やすいところに貼ってく
ださい。

市へ提出する申請書類の作成は、指定業者がお手伝いしますが、内容をよく確認して、
必ず自分自身で行ってください。
　また、貸付制度（P.13参照）を利用されるときは、工事の契約と一緒に申し込んでく
ださい。

①工事の見積依頼

②工事の見積

③工事の契約

⑥工事の着工

④工事の申請

⑤工事の審査・確認

⑦工事の完了届

⑧検　査

施

主

指

定

業

者

姫

路

市
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指定業者以外の者に工事を
させた場合、あなた自身が
罰せられることがあります。

　指定業者は姫路市公式ホームページから確認できます。
　姫路市の指定を受けていない業者は、水洗化工事を行うことができません。
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水洗便所改造資金の貸付け

1．貸付金額

１設備につき
①付帯工事を伴う場合　　　　45万円以内
②付帯工事を伴わない場合　　30万円以内

貸付けを受けた翌月から口座振替制度
30か月均等払い

2．利　　息 無利息

貸付金は市が指定業者へ振り込みします。

3．返済方法

（ご利用を希望される方は、指定業者にご相談ください。）

4．貸付を利用できる方

5．用意していただく書類

市民税及び受益者負担金（または分
担金）を完納していること。
貸付けを受けた資金の償還について
返済能力を有すること。
確実な連帯保証人（市内居住者で
独立生計を営む者）があること。　

　
市民税納税証明書（市民税が課税され
ていない方は、改造しようとする家屋の
固定資産税課税証明書または在職証
明書）
印鑑登録証明書（借受人・連帯保証人）　

　　
水洗便所改造資金借用証書

収　　　納

貸付申請手続 貸付申請依頼

精算・残額支払

口座振替依頼

貸付金の決定・支出

⑥

①②

③ ④

⑤

指
定
業
者

金
融
機
関

姫

路

市

申

請

者

　住宅のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする方（浄化槽撤去工事
を含む）には改造資金の貸付制度がありますのでご利用ください。
なお、次のような家屋は対象となりません。
※事務所、店舗、工場等の住宅でない家屋（非住宅家屋）
※新築、増築家屋や法人所有家屋
※都市計画街路、公園その他の公共用地となる予定地に
　ある家屋
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（1）

（2）

（3）

（1）

（2）
（3）

私道への公共下水道の敷設
　私道に下水道を敷設する場合は、原則として利用されるみなさんの費用
で敷設していただきます。
　しかし、一定の要件を満たす場合は、申請により市が私道に公共下水道
を敷設します。（全額助成）

（1）公共下水道敷設申請書

（2）土地所有者の敷設承諾書及び私道維持管理確認書

（3）私道の位置図及び土地所有者、敷設希望者の区画図

（4）字限図（法務局に備えつけのものの写し）

（5）土地の登記事項証明書（要約書は不可）

要　件

必要書類

Ａ Ｃ

Ｅ

Ｂ Ｄ

下
水
道
本
管
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（1）私道の幅員が1.2ｍ以上あり、境界が明白で下水道を敷設する余裕
があること。

（2）敷設した下水道を利用する家屋が2戸以上あり、排水設備及びくみ
取り便所の改造をすること。

　　（利用する家屋は、公道に面する家屋を除き2戸以上で、所有者が   
同一人でないこと。）

（3）私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。

水洗便所改造資金の貸付け

1．貸付金額

１設備につき
①付帯工事を伴う場合　　　　45万円以内
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2．利　　息 無利息
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3．返済方法

（ご利用を希望される方は、指定業者にご相談ください。）

4．貸付を利用できる方

5．用意していただく書類
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明書）
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水洗便所改造資金借用証書

収　　　納

貸付申請手続 貸付申請依頼

精算・残額支払

口座振替依頼

貸付金の決定・支出

⑥

①②

③ ④

⑤

指
定
業
者

金
融
機
関

姫

路

市

申

請

者

　住宅のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする方（浄化槽撤去工事
を含む）には改造資金の貸付制度がありますのでご利用ください。
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※都市計画街路、公園その他の公共用地となる予定地に
　ある家屋
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（1）

（2）

（3）

（1）

（2）
（3）

私道への公共下水道の敷設
　私道に下水道を敷設する場合は、原則として利用されるみなさんの費用
で敷設していただきます。
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（4）字限図（法務局に備えつけのものの写し）

（5）土地の登記事項証明書（要約書は不可）

要　件

必要書類

Ａ Ｃ

Ｅ

Ｂ Ｄ

下
水
道
本
管
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（1）私道の幅員が1.2ｍ以上あり、境界が明白で下水道を敷設する余裕
があること。

（2）敷設した下水道を利用する家屋が2戸以上あり、排水設備及びくみ
取り便所の改造をすること。

　　（利用する家屋は、公道に面する家屋を除き2戸以上で、所有者が   
同一人でないこと。）

（3）私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。



下水道の使用料

1．下水道使用料を納めていただく人は……

2．下水道使用料の計算方法は……

3．下水道使用料を納めていただく方法は……

4．下水道の使用の開始、休止及び廃止について……

　下水道を使用されている家庭や工場などから排出される汚水は、下水管を通って
下水処理場に集められ、ここできれいな水にして川や海に流されます。それには、
下水処理場やポンプ場の運転、下水管の掃除や修繕が必要です。そのために必要な
経費はみなさまの使用料でまかなわれます。

家庭や工場などから汚水を下水道に排出する人は、すべて
対象になります。

1．井戸水等を下水道へ排出するとき
2．ご家族の転入・転出や出生等に伴い、
　　使用人員に増減があったとき
3．井戸水等から水道水に切り替えたとき
4．下水道の使用を廃止・再開したとき

2か月ごとに、水道料金と一緒に水道料金センター
（ 221－2711）で徴収します。

井戸水等（水道水以外の水）を
使用している方にお願い

１ 水道を使用されている場合は、
　水道の使用水量により計算します。

２ 井戸水などを使用されている場合は、
　使用態様に応じて汚水排出量を認定します。

製氷業などのように、使用水量と汚水排出量とが
著しく異なる業務を営まれる場合は、申告により
その態様に応じて汚水排出量を認定します。

下水道の使用を開始、休止又は廃止した場合、必ず
上下水道サービス課まで届出をしてください。

【例 外】

次のようなときは、直ちに上下水道サービス課
までご連絡ください。 221－2658

水道使用
の場合 水道の

使用水量が
汚水排出量

流れる量は使った量
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《 下水道使用料早見表（２か月分） 》
●この使用料が適用されるのは、公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水の処理区です。

２０１９年１０月１日実施（消費税及び地方消費税を含む）

《 使用料計算のしかた 》
基本使用料（税抜） ☆下水道使用料は・・・
従量使用料（１㎥につき、税抜） （基本使用料（税抜）＋従量使用料（税抜））×１．１０　（１円未満切捨て）

○  1㎥ ～ 　　20㎥ 例 ２か月で４３㎥使用された場合

○  21㎥ ～ 　　40㎥ 基本使用料（税抜） １，７２０円

○ 41㎥ ～ 　　60㎥ 超過使用料（税抜） 　１７円×２０㎥ ３４０円

○ 61㎥ ～ 　100㎥ １３６円×２０㎥ ２，７２０円

○ 101㎥ ～ 　200㎥ １７２円×　３㎥ ５１６円

○ 201㎥ ～ 　400㎥ 合　　計 ５，２９６円

○ 401㎥ ～ 1,000㎥   ×　１．１０

○ 1,001㎥ ～ 2,000㎥ 下水道使用料 　５，８２５円

○ 2,001㎥ 以上は （１円未満切捨て）

※上記の表で計算した額に消費税率１０％を乗じる。（１円未満切捨て）

《 下水道使用料の算出簡易計算式 》

※１円未満切捨て

1,981,100

4,098,600

98,340

133,100

167,860

202,620

237,380

8,333,600

306,900

508,750

710,600

1,134,100

15,708

16,819

17,930

30,415

42,900

70,620

　　　　　１００１㎥　～ ２０００㎥ （３６７円×水量－　８８，０００円）　×　１．１０

　　　　　２００１㎥　～ （３８５円×水量－１２４，０００円）　×　１．１０

　　　　　　１０１㎥　～ 　２００㎥ （２２７円×水量－　　６，４００円）　×　１．１０

　　　　　　２０１㎥　～ 　４００㎥ （２５２円×水量－　１１，４００円）　×　１．１０

　　　　　　４０１㎥　～ １０００㎥ （３１６円×水量－　３７，０００円）　×　１．１０

（　１７円×水量＋　　１，７２０円）　×　１．１０

　　　　　　　２１㎥　～　 　４０㎥ （１３６円×水量－　　　　６６０円）　×　１．１０

　　　　　　　４１㎥　～　　 ６０㎥ （１７２円×水量－　　２，１００円）　×　１．１０

　　　　　　　６１㎥　～ 　１００㎥ （２０２円×水量－　　３，９００円）　×　１．１０

区　　　　　　　　　　　　　　　分 使　用　水　量 使　　　　　用　　　　　料
　
終
末
処
理
場
で

　
　
下
水
を
処
理
し
て
い
る
区
域

一
　
般
　
汚
　
水

基本使用料 0㎥ 　　　　　　　１，７２０円　　　　　　　　×　１．１０

従
 

量
 

使
 

用
 

料

　　　　　　　　１㎥　～　 　２０㎥

　２０２円

　２２７円

　２５２円

　３１６円

　３６７円

　　３８５円

1,000

１３６円

　１７２円

１，７２０円

１７円

8,474

2,000

3,000

1,500

8,663

14 2,153 35 4,510 56 8,285

700

13 2,135 34 4,360 55 8,096 800

12 2,116 33 4,210 54 7,906

500

11 2,097 32 4,061 53

2,041

7,717 600

10 2,079 31 3,911 52 7,528

6,960

300

9 2,060 30 3,762 51 7,339 400

8

150

29 3,612 50 7,150

7 2,022 28 3,462 49

6,582

200

100

1,966

6 2,004 27 3,313 48 6,771

24

5 1,985 26 3,163 47

14,597

6,204 90

25 3,014 46 6,393 95

2,864 45

80

2 23 2,714 44 6,014 85

5,825 13,486

使用料（円） 使用水量（㎥） 使用料（円）

21 2,415 42 5,636 75 12,375

使用水量（㎥） 使用料（円） 使用水量（㎥） 使用料（円） 使用水量（㎥）

22 2,565 43

3

4

1,892

1,910

1,929

0

1

1,948

16 2,191 37 4,809 58

15 2,172 36 4,659 57

2,228 39 5,108 60 9,042

2,209 38 4,958 59 8,852

5,000

17

19 2,247 40 5,258 65 10,153 10,000

18

20,00020 2,266 41 5,447 70 11,264

下水道使用料早見表



私たちの下水道を大切に

　下水道は、何でも流せるというものではありません。下水道は、自然や
私達の生活環境をよくするための公共の財産です。そのため、下水道を利
用する一人一人が注意して、お互いにルールを守りましょう。

　トイレットペーパー以外の紙、異物を流さな
いようにしましょう。たばこやガムは詰まりの
原因となります。

　揮発性の高い危険物は、大爆発を起こす原因
になります。

台所では…

水洗便所では…

下水道には、ガソリン、シンナー、石油、
アルコール類など危険物は流さないで
ください。
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野菜くずやご飯の残り、天ぷら油やサラダ
油などは、詰まりや悪臭が発生する原因とな
りますので流さないようにしましょう。
また、単体ディスポーザ（生ごみ粉砕機）
も詰まりや悪臭が発生する恐れがありますの
で使用しないでください。

宅地内排水設備も定期点検を…

防臭ますの清掃・点検 中間ますの点検 トイレの漏水の点検
　風呂、台所からの汚水が流れ出る
ところに、防臭ますがあります。パ
イプの一方が水につかっていますが、
これで悪臭が部屋に入るのを防ぎま
す。
　防臭ますの中にごみがたまると悪
臭がしますので、ますの中に付着し

ているごみ、
汚物を捨て
てください。
　防臭ます
は月１回程
度掃除しま
しょう。

　古くなるとビニールパイプとモル
タルの継ぎ目から、漏水しているこ
ともありますので、定期的に点検さ
れることをおすすめします。

　使っていないのに水洗トイレの水
が、いつもチョロチョロ流れている
場合は「漏水」です。これはタンク
内の部品が故障しているのが原因で
す。図の点線で囲んだ部分に水を止
める装置がありますから、これを閉

めて水を止め
たうえ、指定
業者等に修理
を依頼してく
ださい。

止水栓

※「姫路市から来ました。宅地ますの清掃〔点検〕をします。」などと言って、家庭訪問し、後で高額な
　料金を請求する民間業者があるようですが、姫路市では宅地内排水設備の清掃・点検などの業者委託は
　していません。
　宅地内排水設備は個人の管理責任のもとに、清掃・点検などについても個人負担で行うことになります。

【ご注意】

私たちの生活排水は…

浴槽330杯

浴槽4.5杯浴槽1.5杯

浴槽4杯

主　な　食　品　の　汚　れ　の　程　度

生

　活

　排

　水

生
活
雑
排
水

し
尿

1戸の家庭から流される汚水の量はわずかでもみんなが流すと大変な量になります。

（注）魚がすめる程度の水はBOD5㎎/ℓ

食品の種類とすてる量

しょうゆ
大さじ1杯１５㎖

みそ汁
おわん1杯２００㎖

使用済み
　　天ぷら油
なべ1杯５００㎖

米のとぎ汁
炊飯器の半分2ℓ

食品の種類とすてる量
魚がすめる程度に
う す め る の に
必 要 な 水 の 量

魚がすめる程度に
う す め る の に
必 要 な 水 の 量

生活排水ってなに？
生活排水とは、し尿と日常生活
から排出される台所、洗濯、お
風呂からの排水のことです。

　最近では、家庭からの排水（生活排水）が川や海の
汚れの主な原因となっています。
　また、くみ取便所や正しい管理をしていない浄化槽
なども、病原菌や悪臭の温床になっています。
　この生活排水は、公共下水道に接続されると、すべ
て公共下水道管に流され、下水道終末処理場できれい
な水に生まれ変わります。

浴槽1杯分は３００ℓとして計算。

醤油

台所
排水

洗濯
排水

ふろ
排水

トイレ
排水

その他
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姫路市下水道普及
促進キャラクター のご紹介

日々コツコツと街の環境・衛生の改善に励んでいますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

より多くの市民の皆さんに下水道に関心を持ち理解を深めてもらうため、
下水統括G、汚水担当O、雨水担当Uとご意見番的存在の長老Rの4人で結成されました。

ホール★マンは
下水道管の中に
潜む妖精です。

まぶしいので
サングラスを着用
しています。

背中には
マンホールのフタを背負い、
強い衝撃に耐えられます。

ヒジ・ヒザには
配管用継手（エルボー管）を
装着して保護しています。
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ください。
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浴槽330杯

浴槽4.5杯浴槽1.5杯

浴槽4杯

主　な　食　品　の　汚　れ　の　程　度

生

　活

　排

　水

生
活
雑
排
水

し
尿

1戸の家庭から流される汚水の量はわずかでもみんなが流すと大変な量になります。

（注）魚がすめる程度の水はBOD5㎎/ℓ

食品の種類とすてる量

しょうゆ
大さじ1杯１５㎖

みそ汁
おわん1杯２００㎖

使用済み
　　天ぷら油
なべ1杯５００㎖

米のとぎ汁
炊飯器の半分2ℓ

食品の種類とすてる量
魚がすめる程度に
う す め る の に
必 要 な 水 の 量

魚がすめる程度に
う す め る の に
必 要 な 水 の 量

生活排水ってなに？
生活排水とは、し尿と日常生活
から排出される台所、洗濯、お
風呂からの排水のことです。

　最近では、家庭からの排水（生活排水）が川や海の
汚れの主な原因となっています。
　また、くみ取便所や正しい管理をしていない浄化槽
なども、病原菌や悪臭の温床になっています。
　この生活排水は、公共下水道に接続されると、すべ
て公共下水道管に流され、下水道終末処理場できれい
な水に生まれ変わります。

浴槽1杯分は３００ℓとして計算。

醤油

台所
排水

洗濯
排水

ふろ
排水

トイレ
排水

その他
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日々コツコツと街の環境・衛生の改善に励んでいますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

より多くの市民の皆さんに下水道に関心を持ち理解を深めてもらうため、
下水統括G、汚水担当O、雨水担当Uとご意見番的存在の長老Rの4人で結成されました。

ホール★マンは
下水道管の中に
潜む妖精です。

まぶしいので
サングラスを着用
しています。

背中には
マンホールのフタを背負い、
強い衝撃に耐えられます。

ヒジ・ヒザには
配管用継手（エルボー管）を
装着して保護しています。



お問合せ先
●公共下水道の工事のことは
下水道整備課　汚水整備担当……

下水道管理センター…………

下水道整備課　汚水計画担当……

221－2657
221－2661

●公共ますの設置のことは
上下水道サービス課　排水担当… 221－2664

221－2684

221－2666

234－6073

●私道への公共下水道工事のことは

●除害施設・特定事業場の届出のことは

221－2656
●水洗化工事と貸付金のことは
上下水道サービス課　排水担当…

221－2654
●受益者負担金のことは
上下水道サービス課　排水担当…

221－2658
●下水道使用料のことは
上下水道サービス課　料金担当…

233－8111
234－3506

●公共下水道のつまりのことは
下水道管理センター（維持・管理担当）
休日・夜間は下水道管理センター

〒６７０－ ８５０１ 姫路市安田四丁目1番地姫路市公式ホームページ　https://www.city.himeji.lg.jp/

宅地内排水設備の故障、詰まりのことは、姫路市下水道排水設備工事施工業者（指定業者）へ直接連絡してください。

昭和62年に下水道50周年を記念し、市花・サギソウ模様入りのマンホール蓋を作成しました。
四色のパステル調のもの（左）と黒と灰色のモノトーン調のもの（右）があります。
現在、姫路駅北の大手前通り、御幸通り、姫路駅南側などに設置しています。

平成5年に日本初の世界
文化遺産に登録された国宝
「姫路城」のデザインマン
ホール蓋です。平成28年に
「平成の大修理」が終わった
ことを記念して製作しま
した。

概　要

マンホール蓋の
デザインも色々あるね！！




